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支
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は
じ
め
に

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
工
ハ
年
一
二
月
八
日
法
律
第
一
六
一
号
）
（
施
行
平
成
一
七
年
四
月
一
日
）
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て

い
る
諸
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
五
年
法
律
第
三
六
号
）
が
改
正
さ
れ
て
、

題
名
も
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
と
な
り
、
二

O
O
八
年
七
月
一
日
よ
り
施

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（冨田信穂）

行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
改
正
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
民
間
機
関
に
対
し
て
、
都
道
府
県
公
安
委

員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
定
も
一
部
変
更
さ
れ
、
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ

の
支
援
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
、
と
り
わ
け
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体

に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
に
つ
き
、
そ
の
意
義
、
発
展
の
経
緯
、
今
後
の
課
題
な
ど
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
犯
罪
被
害
者
等
」
と
は
「
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
」
を
指
す
。
犯
罪
被

害
者
等
基
本
法
に
お
い
て
は
、
「
犯
罪
被
害
者
等
」
は
「
犯
罪
等
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
」
と
定
義
さ
れ

て
お
り
（
二
条
二
項
）
、
ま
た
「
犯
罪
等
」
に
つ
い
て
は
「
犯
罪
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
（
二
条
一
項
）
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
お
い

て
は
、
「
犯
罪
被
害
者
等
」
と
は
「
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
」
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
二
条
）
。
更
に
、
刑
事
訴
訟
法

に
お
い
て
は
「
被
害
者
等
」
は
「
被
害
者
又
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
」
を
指
す
（
二
九
O
条
の
二
）
。
こ
の
よ
う
に
「
犯
罪
被
害
者
等
」
の
定
義
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
先
に
述
べ
た
定
義
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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刑事法

民
問
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
既
に
以
下
の
文
献
等
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
後
の
発
展
状
況

を
踏
ま
え
て
新
た
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
民
間
機
関
の
活
動
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五

O
巻
ゴ
一
号
（
一
九
九
七
年
）
、
拙

稿
「
地
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
」
宮
津
浩
一
・
園
松
孝
次
監
修
、
大
谷
賓
・
山
上
陪
編
集
代
表
「
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
民
間
支
援
」
（
講
座

被
害
者
支
援
第
五
巻
）
東
京
法
令
出
版
（
二

0
0
0年
）
、
拙
稿
「
司
法
シ
ス
テ
ム
内
外
の
非
手
続
的
被
害
者
支
援
民
間
機
関
に
よ
る
活
動
を
中
心

に
し
て
｜
」
菊
田
幸
一
・
西
村
春
夫
・
宮
津
節
生
編
『
社
会
の
な
か
の
刑
事
司
法
と
犯
罪
者
」
日
本
評
論
社
（
二

O
O
七
年
）
所
収
。
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慶醸の法律学

犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
意
義
及
び
支
援
活
動
の
種
類

意
義

本
稿
は
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
必
要
最
小
限
の
範

囲
に
お
い
て
、
民
間
機
関
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
意
義
や
必
要
性
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
考
え
を
示
し
て
お
き
た
い
。

ハ
門
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方

犯
罪
被
害
者
等
は
、
被
害
直
後
か
ら
長
期
に
わ
た
り
多
種
多
様
な
問
題
に
直
面
す
る
。
人
間
は
回
復
力
（
い
わ
ゆ
る

5
5
8
8）

を
備
え
て
お
り
、
そ
れ
を
最
大
限
に
活
用
し
た
、
被
害
者
自
身
に
よ
る
立
ち
直
り
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
問
題
に
対
し
て
、
被
害
者
等
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
被
害
者
等
の
主
体
性
や
自
己
決
定
を
尊
重
し
た
、
被
害
者
等
が
回
復
す
る
た
め
の
、
第
三
者
に
よ
る
支
援
が
必
要
に
な
る
。

」
れ
が
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。



（二）

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（富田信穂）

社
会
の
変
化

第
三
者
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
こ
の
よ
う
な
支
援
は
、
か
つ
て
は
地
縁
・
血
縁
関
係
者
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
職
場
の
同
僚

等
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
都
市
化
」
や
「
近
代
化
」
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
い
わ
ゆ
る
終
身
雇
用
制
が
衰
退
す
る
に
伴
い
、
地
縁
・
血
縁
関
係
者
や
職
場
の
同
僚
等
に
よ
る
支
援
は
得
が
た
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
ま
た
例
え
ば
性
犯
罪
に
よ
る
被
害
の
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
地
縁
・
血
縁
関
係
者
や
職
場
の
同
僚
な
ど

に
よ
る
支
援
が
不
適
切
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
犯
罪
被
害
者
等
が
回
復
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の
者
に
よ
る
支
援
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。

日
犯
罪
防
止
と
の
関
係

犯
罪
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
犯
罪
被
害
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
犯
罪
防
止
活
動
は
犯
罪
被
害
防
止
活
動

で
も
あ
る
。
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
多
種
多
様
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
の
発
生
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
害
者
等
は
生
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
犯

罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
は
、
犯
罪
防
止
や
被
害
防
止
が
適
切
に
機
能
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
い
わ
ば
「
安
全
網
」
（
g
p
q

ロ
旦
）
と
し
て
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

四
刑
事
司
法
へ
の
協
力
の
促
進

犯
罪
が
発
生
し
た
後
の
捜
査
機
関
及
び
そ
の
他
の
刑
事
司
法
機
関
の
活
動
は
、
被
害
者
等
に
よ
る
協
力
が
無
け
れ
ば
効
果
的
に
実

施
で
き
な
い
。
ま
た
、
刑
事
司
法
機
関
に
よ
る
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
二
次
的
被
害
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
被
害
者
等
に
対
す
る
情
報
提
供
、
被
害
者
等
に
よ
る
刑
事
司
法
へ
の
参
加
、
被
害
者
等
に
対
す
る
敬
意
と
共
感
を

伴
う
対
応
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
司
法
へ
の
協
力
や
司
法
に
対
す
る
信
頼
が

確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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回犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
必
要
性
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
現
実
的
な
意
義
や
役
割
の
み
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪

被
害
者
等
は
、
そ
も
そ
も
支
援
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
近
時
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
考
え
で
あ
る
。
こ
の

194 

支
援
を
受
け
る
権
利

よ
う
な
考
え
を
わ
が
国
で
初
め
て
示
し
た
の
は
、
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
一
九
九
九
年
に
制
定
し
た
「
犯
罪
被
害
者
の

権
利
宣
言
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
犯
罪
被
害
者
を
理
解
と
配
慮
を
も
っ
て
支
援
し
、
そ
の
回
復
を
助
け
る
こ
と
は
、
本
来
、
社

会
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
」
（
前
文
）
と
し
、
ま
た
支
援
を
受
け
る
こ
と
は
被
害
者
等
の
権
利
で
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
園
、
地
方
公

共
団
体
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に

よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
」
（
一
条
）
と
規
定
し
、
三
条
で
は
「
基
本
理
念
」
と
し
て
「
す
べ
て
犯
罪
被
害
者
等
は
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん

ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
で

は
、
そ
れ
ま
で
宣
言
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
「
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
を
受
け
る
権
利
」
が
実
定
法
上
の
権
利
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
変
化
で
あ
り
、
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

支
援
活
動
の
種
類
及
び
支
援
の
担
い
手

犯
罪
被
害
者
等
が
直
面
す
る
問
題
は
多
様
で
あ
る
か
ら
、
支
援
活
動
も
当
然
多
様
と
な
る
。
支
援
活
動
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
さ
れ
、

ま
た
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
す
る
が
、
一
般
的
に
は
、
①
経
済
的
回
復
の
支
援
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
制
度
や
損
害
賠
償
請
求
に

つ
い
て
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
な
ど
て
②
身
体
的
・
精
神
的
回
復
の
支
援
（
医
療
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
て
③
直
接

的
・
実
務
的
支
援
（
危
機
介
入
、
生
活
支
援
、
法
廷
付
添
い
な
ど
）
、
④
刑
事
司
法
に
お
け
る
被
害
者
等
の
法
的
地
位
の
向
上
の
た
め

2 



の
施
策
（
被
害
者
等
に
配
慮
し
た
対
応
、
被
害
者
等
へ
の
情
報
提
供
、
被
害
者
等
の
参
与
な
ど
）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
の
種
類
は
多
様
で
あ
る
の
で
、
支
援
活
動
を
行
う
者
も
当
然
多
様
と
な
る
。
中
心
と
な
る

の
は
、
公
的
機
関
で
あ
り
、
特
に
重
要
な
の
は
警
察
を
は
じ
め
と
す
る
刑
事
司
法
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
公
的
な
医
療
機
関
、

福
祉
機
関
、
教
育
機
関
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
民
間
機
関
、
特
に
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
間
機

関
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
弁
護
士
会
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
企
業
な
ど
の
そ
の
他
の
民
間
機
関
の
果
た
す
役
割
も

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（富田信穂）

重
要
で
あ
る
。
更
に
、
被
害
者
等
も
支
援
活
動
、
特
に
自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
や
権
利
擁
護
活
動
に
関
る
こ
と
も
あ
る
。
重
要
な
点
は

こ
れ
ら
の
機
関
や
団
体
の
連
携
で
あ
る
。

犯
罪
防
止
活
動
及
び
被
害
防
止
活
動
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
も
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
実
証
的
研
究
と
し
て
、
拙
稿
「
犯
罪
統
制
と
個
人
に

よ
る
犯
罪
被
害
防
止
活
動
」
法
学
研
究
六
九
巻
二
号
（
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。

（
3
）
犯
罪
防
止
と
被
害
者
支
援
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
文
献
は
少
な
い
が
、
以
下
の
文
献
は
こ
れ
を
強
調
す
る
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。

同

2
5
項目－－
R
E
C
E
E
F
Z。
B
C
E
O
H一
叶
宮
町
叶
同
豆
町
与
。
忠
岡
山

aznBm（リ同・
5
0
J
同

vgomm片岡
g
z
z
o
a－
M
C
C小・

（
4
）
こ
の
点
が
正
面
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
わ
が
国
の
警
察
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
支
援
施
策
の
背
後
に
は
こ
の
考
え
方
が
存
在
し

て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
被
害
者
支
援
施
策
の
基
本
的
な
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

や
や
古
い
文
献
で
あ
る
が
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
保
護
l
各
州
に
お
け
る
立
法
を
中
心
と
し
て
｜
」
「
慶
藤
義
塾
大
学
法

律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
（
慶
麿
法
学
会
篇
）
」
（
一
九
九
O
年
）
が
あ
る
。

（
5
）
「
権
利
」
の
定
義
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
他
者
に
一
定
の
作
為
又
は
不
作
為
を
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
な
利
益
で
あ
り
、

そ
れ
が
政
治
的
に
制
度
化
さ
れ
た
規
範
（
例
え
ば
、
憲
法
、
法
律
、
判
例
な
ど
）
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
ほ
ど
の
、
や
や
厳
密

性
を
欠
く
定
義
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
あ
る
社
会
的
な
利
益
が
こ
の
意
味
で
の
権
利
と
し
て
定
着
す
る
過
程
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
一
般
的
に

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
あ
る
社
会
的
な
利
益
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
状
態
（
「
相
対
的
剥
奪
」
の
状
態
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
に
置
か

2 
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れ
て
い
る
人
が
存
在
し
て
い
る
。
②
そ
の
社
会
的
利
益
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
社
会
に
強
く
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
現
実
に
は

そ
の
利
益
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
。
③
こ
の
よ
う
な
場
合
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
社
会
運
動
が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
利
益
が
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ

る
場
面
は
、
そ
の
利
益
の
正
当
性
や
普
遍
性
を
強
調
し
、
最
終
的
に
裁
判
所
で
通
用
す
る
実
定
法
上
の
権
利
と
し
た
い
と
き
で
あ
る
。
④
こ
の
主
張

さ
れ
た
権
利
が
確
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
は
、
そ
の
利
益
が
社
会
的
承
認
を
得
や
す
い
こ
と
や
、
主
張
が
法
理
論
や
法
技
術
の
点
か
ら
み
て
適

切
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
上
に
説
明
し
た
過
程
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
社
会
か
ら
支
援
を
受
け
る
と
い
う
利
益
が
、
実
定
法
上
の

権
利
と
定
着
し
て
い
っ
た
過
程
に
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
過
程
の
詳
細
な
紹
介
や
参
考
文
献
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
被
害

者
学
の
軌
跡
と
展
望
『
犯
罪
被
害
者
基
本
法
』
の
制
定
に
向
け
て
」
被
害
者
学
研
究
一

O
号
（
二

0
0
0年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（6
）
こ
の
「
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
を
受
け
る
権
利
」
が
、
近
い
将
来
に
お
い
て
日
本
国
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
定
着
す
る
か
ど
う
か
は
、
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
動
向
が
参
考
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
二

O
O
四
年
一

O

月
三

O
日
に
連
邦
法
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
吉
田
2
2
皆
同
区
－
〉
三
え
包
ま
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
四
つ
の
法
律
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
の
第
一
の
も
の
は
殺
人
事
件
の
被
害
者
の
名
前
を
冠
し
た
、
∞

8
3
P
B同法。ロリ
g
o
B
8
5
m
8
m
F
t司
自
身
同

4
2
E
P
E
E目白
Q
E
Z
E
Z
E

C
E
n江円
5
5
2
5へ
Emvz〉
♀
で
あ
る
（
以
下
「
犯
罪
被
害
者
権
利
法
」
と
呼
ぶ
）
。
こ
の
犯
罪
被
害
者
権
利
法
（
－
∞
巴
・
∞
－

n・3
三
）
は
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
憲
法
の
修
正
条
項
に
被
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
文
を
盛
り
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
三

O
O
四
年
四
月
以
降

に
、
い
わ
ば
妥
協
案
と
し
て
連
邦
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
に
お
い
て
は
、

5
2
5問
自
己

者
5
2印

刷

》

BH025ロ
〉
♀
。
ご
混
N

以
来
、
被
害
者
等
の
権
利
が
規
定
さ
れ
、
と
り
わ
け

5
2
5へ
担
∞

E
Z
E
m
O
2
5
5ロ
〉
三
。
ご
透
。
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
権
利
は
、
一
般
に
連
邦
の
ヨ
呂
田
回
目
ロ
ミ

EmFZ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
州
レ
ベ
ル
で
は
多
く
の
州
に
お
い
て
被
害
者
の
権
利
が
州
憲
法
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
犯
罪
被
害
者
権
利
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
」
警
察
学
論
集
五
四
巻
三
号
（
二

O
O
一
年
）
は
題
名
が
示
す
と
お
り
、
犯

罪
被
害
者
補
償
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
権
利
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
も
、
や
や
詳
細
に
論

じ
て
い
る
。

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
定
め
ら
れ
た
、
遺
族
給
付
金
、
重
傷
病
給
付
金
、
傷
害
給
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付
金
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
制
度
で
あ
る
。

（
8
）
こ
の
た
め
の
制
度
と
し
て
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
二

年
五
月
一
九
日
法
律
第
七
五
号
）
に
定
め
る
諸
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
「
特
集
・
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
裁
判
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三

三
八
号
（
二

O
O七
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（9
）
精
神
的
回
復
の
支
援
及
び
直
接
的
・
実
務
的
支
援
の
代
表
例
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る

法
律
二
三
条
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
よ
る
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
論
じ
る
。

（
叩
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
被
害
者
参
加
（
二
二
六
条
の
三
三
以
下
）
の
制
度
を
始
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
概
略
や
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
8
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
八
号
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
意
義

犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
・
団
体
に
よ
る
支
援
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
多
様
な
機
関
に
よ
る
支
援
活
動
の
中
に
お
い
て
、
民
間
機
関
、
と
り
わ
け
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
間
機
関
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
支
援
活
動
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
に
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

民
間
機
関
に
よ
る
支
援
の
意
義

民
間
機
関
に
よ
る
支
援
の
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
以
下
に
主
要
な
点
を
掲
げ
る
。

什
被
害
通
報
し
な
い
被
害
者
等
へ
の
対
応

刑
事
司
法
機
関
と
り
わ
け
警
察
は
、
犯
罪
被
害
者
等
と
の
接
触
の
機
会
が
多
く
、
刑
事
司
法
機
関
に
よ
る
支
援
は
効
果
的
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
刑
事
司
法
機
関
、
と
り
わ
け
警
察
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
被
害
者
調
査
の
結
果
が
示
す
通
り
、
犯
罪
被
害
を
刑
事
司
法
機
関
に
通
報
し
な
い
被
害
者
等
も
多
い
。
こ
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の
場
合
、
刑
事
司
法
機
関
及
び
そ
の
他
の
公
的
機
関
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
民
間

機
関
で
あ
れ
ば
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（二）

公
的
機
関
に
よ
る
支
援
活
動
の
補
完

刑
事
司
法
機
関
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
根
拠
が
あ
る
。
例
え
ば
、
警
察
に
よ
る
被
害
者

等
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
明
確
な
根
拠
が
あ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等

の
支
援
に
関
す
る
法
律
二
二
条
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
犯
罪
の
被
害
者
等
に
対
す
る
援
助
の
実
施
に
関
す
る
指

針
（
平
成
一
四
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
）
、
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
二
年
七
月
二
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
二
号
）
の
一

O
条
の
二
、

一
O
条
の
三
及
び
一
一
条
（
平
成
二
年
の
改
正
に
よ
り
追
加
）
、
並
び
に
「
被
害
者
対
策
要
綱
」
（
平
成
八
年
二
月
一
日
警
察
庁
次
長
通

達
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
警
察
が
こ
れ
ら
に
定
め
ら
れ
た
業
務
を
行
う
た
め
の
人
的
資
源
等
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
民
間
機
関
が
こ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪

被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
二
三
条
に
基
づ
く
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
は
、
そ
の
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一一一

継
続
的
支
援
へ
の
対
応

被
害
者
等
の
直
面
す
る
問
題
は
長
期
に
わ
た
る
。
し
か
し
あ
る
刑
事
司
法
機
関
が
継
続
的
に
支
援
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

例
え
ば
、
発
生
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
警
察
に
よ
る
捜
査
が
終
了
し
、
事
件
が
検
察
庁
に
送
致
さ
れ
た
後
に
は
、
検
察
庁
に
よ
る
支
援

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
警
察
に
よ
る
支
援
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
事
件
が
刑
事
司
法
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
離
れ

た
場
合
に
は
、
例
え
ば
犯
人
が
刑
務
所
か
ら
満
期
釈
放
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
警
察
や
検
察
な
ど
の
刑
事
司
法
機
関
が
継
続
し
て
支



援
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
医
療
機
関
や
福
祉
機
関
も
対
応
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
民
間
機
関
で
あ
れ
ば
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
性
の
確
保

四公
的
機
関
に
お
い
て
は
、
人
事
異
動
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
被
害
者
支
援
の
専
門
家
が
養
成
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
間
機
関
と
り

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（冨田信穂）

わ
け
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
民
間
機
関
に
お
い
て
は
、
異
動
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
た
め
、
被
害
者
支
援
の
専
門
家
の
養

成
が
可
能
と
な
る
。

回
支
援
活
動
の
調
整

被
害
者
等
の
直
面
す
る
問
題
は
多
様
で
あ
る
た
め
、
複
数
の
公
的
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
刑
事
司

法
機
関
に
限
定
し
て
も
多
数
の
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
連
絡
・
調
整
を
第
一
線
で
行
う
公
的

機
関
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
複
数
の
機
関
に
わ
た
る
活
動
の
連
絡
・
調
整
に
つ
い
て
、
民
間
機
関
が
対
応

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（六）

隣
人
に
よ
る
支
援

同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
生
活
す
る
隣
人
と
し
て
、
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
う
民
間
機
関
の
存
在
自
体
が
、
被
害
者

等
の
精
神
的
な
支
え
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

山
山

経
費
削
減

民
間
機
関
が
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
支
援
に
伴
う
経
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て

は
、
こ
の
観
点
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
刑
事
司
法
機
関
、
例
え
ば
警
察
や
地
方
検
察
官
事

務
所
が
直
接
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
活
用
し
て
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
も
経
費
削
減
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

199 



2 

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
と
の
関
係
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民
間
機
関
に
よ
る
支
援
の
意
義
は
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
お
い
て

は
、
既
に
紹
介
し
た
通
り
、
「
す
べ
て
犯
罪
被
害
者
等
は
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障

慶磨の法律学

さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
条
一
項
）
。
こ
の
権
利
を
具
現
す
る
た
め
に
、
国
は
「
総
合
的
に
」
、
ま
た
地
方

公
共
団
体
は
「
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
」
て
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
施
策
を
実
施
す
る
責
務
を
有
し
て
お
り

（
四
条
、
五
条
）
、
ま
た
、
国
民
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
し
て
い
る
（
六
条
）
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
「
犯
罪
被
害

者
等
の
援
助
を
行
う
民
間
の
団
体
」
は
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他

の
関
係
機
関
と
協
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（
七
条
）
、
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
「
犯
罪
被

害
者
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
各
般
の
支
援
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
民
間
の
団
体
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
」
も
認

め
ら
れ
て
お
り
、
民
問
機
関
に
よ
る
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
に
、
財
政
上
及
び
税
制
上
の
措
置
、
情
報
の
提
供
等
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
（
二
二
条
）
。
な
お
、
民
間
機
関
へ
の
援
助
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
犯
罪
被
害
経
験
率
や
そ
の
刑
事
司
法
機
関
等
に
対
す
る
通
報
率
な
ど
に
関
す
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

Z
S
S包

（

U
2
5
5
3
5吋
包

5ロ
∞
ロ
ヨ
ミ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る

i
呂
田
町
主
8
2
2
4
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
数
少
な
い
例
と
し
て
、
以
下
の

も
の
が
あ
る
。
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
第
一
回
犯
罪
被
害
実
態
（
暗
数
調
査
）
』
法
務
省
法
務
総
合
研
究
報
告
一

O
号
（
二

0
0
0年
）
、
法
務

省
法
務
総
合
研
究
所
『
第
二
回
犯
罪
被
害
実
態
（
暗
数
調
査
）
』
法
務
省
法
務
総
合
研
究
報
告
二
九
号
（
二

O
O
五
年
）
。
な
お
、
第
三
回
の
調
査
は

二
O
O
八
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
施
策
の
展
開
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
今
後
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
地
方
公
共
団
体
の
施

策
の
推
進
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
室
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
施
策
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』

（二

O
O
八
年
）
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
施
策
の
展
開
を
促
進
す
る
た
め
に
、
内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
室
『
犯
罪

11 



被
害
者
等
施
策
の
手
引
き
」
（
二

O
O
八
年
）
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

四

民
間
機
関
が
行
う
べ
き
支
援
活
動

犯罪被害者等への支援における民問機関の役割等について（冨田信穂）

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
は
、
①
経
済
的
回
復
の
支
援
、
②
身
体
的
・
精
神
的
回
復
の
支
援
、
③
直

接
的
・
実
務
的
支
援
、
④
刑
事
司
法
に
お
け
る
被
害
者
等
の
法
的
地
位
の
向
上
の
た
め
の
施
策
に
分
類
で
き
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
活

動
を
促
進
す
る
た
め
の
広
報
啓
発
活
動
や
、
被
害
者
等
の
権
利
擁
護
及
び
代
弁
活
動
（
包
〈
2
8
1
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
公

的
機
関
及
び
民
間
機
関
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
全
て
の
活
動
に
関
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
機
関
・
団
体
の

種
類
に
よ
っ
て
、
行
い
う
る
活
動
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
領
域
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
犯

罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
全
体
の
中
で
、
民
間
機
関
が
担
当
す
る
の
が
適
切
で
あ
り
、
ま
た
効
果
的
で
あ
る
領
域
は
存
在
す
る
は

ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
ニ

l

ズ
や
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
機
関
等
に
つ
い
て
の
意
識
を
調
査
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
部
分
的
で
は

あ
る
が
そ
の
種
の
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、
被
害
者
等
の
支
援
ニ

l
ズ
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
は
非
常
に

難
し
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
か
な
り
定
着
し
て
き
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て

潜
在
的
に
は
存
在
す
る
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
ニ

l
ズ
を
「
開
拓
」
し
、
あ
る
い
は
「
掘
り
起
こ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た

ニ
l
ズ
に
応
え
る
活
動
で
あ
り
、
明
確
に
存
在
す
る
ニ

l
ズ
に
応
え
る
活
動
で
は
な
い
、
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。
と
は
い

え
、
わ
が
国
の
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
現
状
を
考
慮
し
て
現
実
的
に
判
断
す
る
と
、
民
間
機
関
に
よ
る
活
動
と
し
て
促
進
さ
れ

る
べ
き
も
の
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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刑
事
司
法
機
関
と
の
連
携

第
一
は
、
刑
事
司
法
機
関
と
連
携
し
て
行
う
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
よ

る
活
動
を
更
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
に
対
す
る
財
政
的
援
助
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

202 
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後
述
す
る
。

2 

自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
の
促
進

第
二
は
、
犯
罪
被
害
者
等
自
ら
に
よ
る
活
動
の
促
進
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
「
子
ど
も
を
殺
害
さ
れ
た
親
た

ゃ
「
飲
酒
運
転
に
反
対
す
る
母
親
た
ち
」
（
冨
2
Z目
指
臼

E
U
E再
ロ
号
E
m

（
冨
〉
ロ
ロ
）
）
な
ど
の
被
害
者
等
が
自
ら
設
立
し
た
民
間
機
関
が
、
刑
事
司
法
機
関
な
ど
と
連
携
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
、
広

報
活
動
、
権
利
擁
護
・
代
弁
活
動
、
自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
、
犯
罪
防
止
活
動
、
立
法
活
動
な
ど
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
、

自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
は
被
害
者
等
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
精
神
的
被
害
か
ら
の
回
復
に
も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
促
進
し
、
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
」
（
司
向
。
呂
田
え
冨
ロ
E
o自
己
門

E
E
Bロ（旬。冨（リ）

3 

自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援

第
三
は
、
第
二
の
活
動
と
関
連
す
る
が
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
問
機
関
が
、
自
助
グ
ル
ー
プ
の

設
立
や
そ
の
運
営
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
更
に
促
進
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



4 

「
傘
組
織
」
に
よ
る
活
動
の
促
進

第
四
は
、

い
わ
ゆ
る
「
傘
組
織
」
（
口
百
官
。
－

z
。昂

8
5
5ロ
）
に
よ
る
活
動
の
促
進
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
被

害
者
等
へ
の
支
援
活
動
を
行
う
団
体
は
、
「
地
域
に
基
礎
を
置
く
組
織
」
（

g
E
E
E
qケ
虫
色
。
門
官
尽
き

g
）
と
「
傘
組
織
」
に
二
分

さ
れ
る
。
後
者
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
「
全
国
被
害
者
支
援
機
構
」
（

E
g
g－
O円

mgN色
。
口
町
2
5
2
5
と
2
5
8
2
0〈〉））、

「
全
国
犯
罪
被
害
者
セ
ン
タ
ー
」

Z
包
8
0－
C
E
R
F寸
5
2
5∞
え

0・
5
0
（z
h〈
内
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

Z
色
。

s－
〉
由
。
2
色
。
ロ

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（富田信穂）

。内〈。（
U

〉
〉
呂
田

の
補
助
を
受
け
て
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
機
関
・
団
体
の
集
ま
り
）
、

Z
呂

S
包
〉
担
。
巳
呂

g
。
町
内
ユ

B
0
5呂
田

向。
E
H
U
B
E
E
S
回
。
同
含
（
Z
〉
門
〈
円
一
回
）
（
同
様
に
「
犯
罪
被
害
者
基
金
」
か
ら
の
補
助
を
受
け
て
い
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
を
運
用
し
て

い
る
機
関
の
集
ま
り
）
も
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
傘
組
織
」
に
よ
る
「
地
域
に
基
礎
を
置
く
組
織
」
に

対
す
る
指
導
、
援
助
等
は
、
「
地
域
に
基
礎
を
置
く
機
関
」
が
よ
り
専
門
化
さ
れ
た
高
度
の
被
害
者
支
援
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
傘
組
織
」
は
、
広
報
・
啓
発
活
動
や
権
利
擁
護
・
代
弁
活
動
、
立
法
活
動
な
ど
も
大
き
く
関
っ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
の
種
の
団
体
と
し
て
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い
る
が
、
活
動
の
活
発
化
が
期
待
さ
れ

マ。。
（
日
）
犯
罪
被
害
者
等
の
被
害
の
実
態
や
支
援
ニ
l
ズ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
質
量
と
も
に
不
十
分

で
あ
る
。
今
後
、
調
査
研
究
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
な
お
、
犯
罪
被
害
者
等
を
対
象
と
し
た
面
接
や
質
問
票
を
用
い
た
調
査
の
代
表

例
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
宮
津
浩
一
編
「
犯
罪
被
害
者
の
研
究
』
成
文
堂
（
一
九
九
六
年
）
、
警
察
庁
給
与
厚
生
課
（
犯
罪
被
害
実
態
調
査

研
究
会
）
『
犯
罪
被
害
者
実
態
調
査
研
究
報
告
書
」
（
三

O
O
三
年
）
、
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
犯
罪
被
害
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」
（
法
務
総
合

研
究
所
研
究
部
報
告
七
号
）
（
二
0
0
0年
）
、
内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
室
『
犯
罪
被
害
類
型
別
継
続
調
査
調
査
結
果
報
告
書
」
（
二

0
0
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）
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（
日
）
冨
〉
ロ
ロ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
及
び
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
拙
稿
「
飲
酒
運
転
の
追
放
に
向
け
た
民
間

団
体
の
取
組
み
」
人
と
車
（
財
団
法
人
全
日
本
交
通
安
全
協
会
）
三
七
巻
一

O
号
（
二

O
O
一
年
）
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
民
間
機
関

に
よ
る
犯
罪
被
害
者
支
援
冨
〉
U
U
の
活
動
を
中
心
と
し
て
｜
」
所
一
彦
編
『
犯
罪
の
被
害
と
そ
の
修
復
（
西
村
春
夫
先
生
古
希
祝
賀
）
」
敬
文
堂

（二

O
O
二
年
）
所
収
。

（日）
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自
助
グ
ル
ー
プ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
恵
美
子
「
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ
の
意
義
と
役
割
」
宮
津
浩
一
・
圃
松
孝
次
監
修
（
大
谷
賓
・

山
上
陪
編
集
代
表
）
「
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
民
間
支
援
』
（
講
座
被
害
者
支
援
第
五
巻
）
（
二

O
O
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
同
）
こ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
内
閣
府
に
よ
る
交
通
事
故
被
害
者
支
援
事
業
に
お
い
て
、
交
通
事
故
被
害
者
遺
族
の
自
助
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
支
援

が
行
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
共
生
社
会
政
策
担
当
）
交
通
安
全
対
策
担
当
「
平
成
一
九
年
度
交
通
事
故
被
害
者

サ
ポ
ー
ト
事
業
報
告
書
』
（
二

O
O
八
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
支
援
活
動
の
実
際
を
知
る
に
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
共
生
社
会
政
策

担
当
）
「
交
通
事
故
被
害
者
遺
族
の
自
助
グ
ル
ー
プ
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
（
一
一

O
O
六
年
）
が
便
利
で
あ
る
。

（
打
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
凶
）
の
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
民
間

機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
支
援

l
Z〉
U
U
の
活
動
を
中
心
と
し
て
｜
」
の
ほ
か
、
内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
室
『
海
外
調
査
結
果
最
終
報
告

書
』
（
二

O
O
七
年
）
に
お
け
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
関
す
る
部
分
を
参
照
の
こ
と
。

（
同
）
後
述
す
る
、
一
二
つ
の
「
検
討
会
」
に
お
け
る
最
終
取
り
ま
と
め
で
は
、
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
活
動
に
対
す
る
強
い
期
待
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
二
二
条
五
項
に
お
い
て
は
、
「
犯
罪
被
害

者
等
早
期
援
助
団
体
等
が
組
織
す
る
団
体
」
に
対
す
る
国
家
公
安
委
員
会
に
よ
る
「
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
措
置
」
に
つ
い
て
の
努
力
義
務
が
規
定

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
念
頭
に
お
い
た
規
定
で
あ
る
。



五

わ
が
国
に
お
け
る
民
間
機
関
に
よ
る
支
援
の
現
状

経
緯

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（冨田信穂）

わ
が
困
に
お
け
る
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
に
つ
い
て
、
何
を
も
っ
て
鴨
矢
と
す
る
か
は
見
解
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
格
的
な
開
始
を
一
九
九
一
年
一

O
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
「
犯
罪
被
害
者
給
付
制
度
発
足
・
犯
罪

被
害
救
援
基
金
設
立
一

O
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
議
論
に
刺
激
さ
れ
、
翌
年
の
一
九
九
二
年
に
山
上
陪
教
授
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
「
犯
罪
被
害
者
相
談
室
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
犯
罪
被
害
者
相
談
室
」
は
社
団

法
人
被
害
者
支
援
都
民
セ
ン
タ
ー
の
母
体
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
に
は
精
神
的
回
復
の

支
援
だ
け
で
な
く
、
危
機
介
入
な
ど
の
直
接
的
・
実
践
的
支
援
を
含
む
総
合
的
被
害
者
支
援
活
動
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
水

戸
被
害
者
援
助
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
後
に
社
団
法
人
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
と
発
展
す
る
。
そ
の
後
、

各
地
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
う
民
間
機
関
の
設
立
が
続
き
、
一
九
九
八
年
に
は
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
な
り
、
全
国
の
民
間
機
関
が
加
盟

し
て
い
る
。
近
時
に
お
い
て
は
、
犯
罪
被
害
者
等
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
団
体
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
民
間
機
関
の
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ご
く
僅
か
な
調
査
例
し
か
存
在
せ
ず
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

iv 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
盟
す
る
団
体
の
活
動

全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
盟
す
る
団
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

か
つ
て
は
電
話
、
面
接
な
ど
に
よ
る
精
神
的
支
援
活
動
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
危
機
介
入
、
法
廷
付
添
い
、
生
活
支

2 
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援
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
直
接
的
・
実
践
的
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
団
体
に
よ
っ
て
そ
の
提
供
の
程
度
は

206 

大
き
く
異
な
る
。

慶醸の法律学

（二）

被
害
者
・
遺
族
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
活
動
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
活
発
で
は
な
い
。

日

広
報
活
動
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」
に
お
け
る
広
報
・
啓
発
活
動
に
力
を
入
れ
て

い
る
団
体
が
多
く
見
ら
れ
る
。

四

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
指
定
を
受
け
て
い
る
団
体
の
数
が
増
加
し
て
い
る
。
な
お
、
全
国
で
最
初
に
こ
の
指
定
を

受
け
た
の
は
社
団
法
人
被
害
者
支
援
都
民
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
つ
一

O
O
二
年
五
月
二
四
日
）
、
二
番
目
は
社
団
法
人
い
ば
ら
き
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
（
二

O
O
二
年
二
一
月
九
日
）
。
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
盟
す
る
団
体
に
よ
る
支
援

活
動
に
は
数
多
く
の
課
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
や
そ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
は
、
後
に
論
じ
る
。

（
円
）
な
お
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
「
犯
罪
被
害
給
付
制
度
発
足
・
犯
罪
被
害
救
援
基
金
設
立
一

O
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
被
害
者

救
済
の
未
来
像
」
警
察
学
論
集
四
四
巻
二
一
号
（
一
九
九
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
却
）
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
の
展
開
に
つ
き
、
わ
が
国
に
お
け
る
初
期
の
段
階
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
山
上
陪
「
民
間
被
害
者

支
援
の
歩
み
」
宮
津
浩
一
・
園
松
孝
次
監
修
（
大
谷
賓
・
山
上
陪
編
集
代
表
）
『
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
民
間
支
援
』
（
講
座
被
害
者
支
援
第
五
巻
）

（二
O
O
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
引
）
二
O
O
八
年
六
月
一
日
現
在
、
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
四
五
都
道
府
県
の
四
六
団
体
が
加
盟
し
て
い
る
。

（
泣
）
数
少
な
い
調
査
の
一
つ
と
し
て
、
内
閣
府
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
室
『
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
携
わ
る
関
係
機
関
・
団
体
の
連
携
に
関
す

る
現
状
把
握
調
査
調
査
報
告
書
』
（
二
O
O
四
年
）

0
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犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
と
の
関
係

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（冨田信穂）

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
制
定

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
民
間
機
関
に
よ
る
支
援
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
解
決
方
法
を
考
え
る

と
同
時
に
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
場
合
に
、
何
よ
り
も
重
要
な
視
点
は
、
そ
れ
ら
が
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
理
念
を
ど
れ

だ
け
実
現
で
き
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、
民
間
機
関
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
な
範
囲

で
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
制
定
過
程
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
諸
施
策
の
展
開
を
紹
介
す
る
。

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
は
、
周
知
の
通
り
、
二

O
O
四
年
一
二
月
一
日
に
成
立
し
、
同
年
一
二
月
八
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
二

0
0

五
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
八
条
は
、
政
府
は
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
二
四
条
に
お
い
て
は
「
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
」
が
こ
の
案
を
作
成
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
「
犯
罪
被
害

者
等
基
本
計
画
」
の
案
を
検
討
す
る
た
め
に
「
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
」
（
会
長
は
内
閣
官
房
長
官
）
の
下
に
「
犯
罪
被
害
者

等
基
本
計
画
検
討
会
」
が
置
か
れ
た
。
二

O
O
五
年
八
月
九
日
に
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
案
（
骨
子
）
」
が
発
表
さ
れ
、
そ
の

後
の
議
論
を
経
て
二

O
O
五
年
二
一
月
二
七
日
に
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
は
正
式
に
決
定
さ
れ
た
（
閣
議
決
定
）
。

こ
の
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
の
策
定
後
、
そ
の
効
果
的
な
推
進
並
び
に
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
実
施
の
状
況
の

検
証
、
評
価
及
び
監
視
を
補
佐
す
る
た
め
、
「
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
」
の
会
長
が
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
か
ら
な

る
「
基
本
計
画
推
進
専
門
委
員
等
会
議
」
が
置
か
れ
た
。
ま
た
、
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
の
「
V

重
点
課
題
に
か
か
る
具

体
的
施
策
」
に
基
づ
き
、
「
経
済
的
支
援
に
関
す
る
検
討
会
」
、
「
支
援
の
た
め
の
連
携
に
関
す
る
検
討
会
」
及
び
「
民
間
団
体
に
対

す
る
援
助
に
関
す
る
検
討
会
」
の
三
つ
の
「
検
討
会
」
も
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
述
の
「
基
本
計
画
推
進
専
門
委
員
等
会

議
」
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
「
検
討
会
」
相
互
の
連
携
及
び
議
論
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
三
つ
の
「
検
討
会
」
に
お
け
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る
検
討
の
状
況
及
び
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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2 

一
つ
の
「
検
討
会
」

の
最
終
取
り
ま
と
め

二
O
O
七
年
一

O
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
、
第
四
回
基
本
計
画
推
進
専
門
委
員
等
会
議
に
お
い
て
、
三
つ
の
「
検
討
会
」
か
ら

提
出
さ
れ
た
「
最
終
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が
了
承
さ
れ
た
後
、
同
年
一
一
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議

で
報
告
さ
れ
、
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
全
て
が
民
間
機

関
の
活
動
に
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
一
不
す
こ
と
と
す
る
。

「
経
済
的
支
援
に
関
す
る
検
討
会
」
の
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
の
要
点

川
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
の
抜
本
的
な
拡
充
等
を
行
う
（
給
付
金
の
最
高
額
を
自
賠
責
並
み
の
金
額
に
近
づ
け
、
最
低
額

に
つ
い
て
も
引
き
上
げ
る
。
特
に
、
平
均
収
入
が
低
い
若
年
層
の
重
度
後
遺
障
害
者
、
扶
養
の
負
担
の
多
い
遺
族
に
配
慮
す
る
。
財
源
は

一
般
財
源
で
あ
る
）
。

( 1) （二.） (5) (4) (3) (2) 

公
的
給
付
か
ら
漏
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
民
間
浄
財
の
基
金
に
よ
る
救
済
を
行
う
。

深
刻
な
精
神
的
被
害
を
受
け
た
被
害
者
等
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
配
慮
す
る
。

無
差
別
大
量
テ
ロ
被
害
に
つ
き
、
政
府
の
迅
速
か
つ
事
案
に
即
し
た
適
切
な
救
済
を
行
う
。

被
害
者
参
加
制
度
に
伴
う
公
費
に
よ
る
弁
護
士
選
任
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
早
期
の
制
度
導
入
に
向
け
た
検
討
を
行
う
。

「
支
援
の
た
め
の
連
携
に
関
す
る
検
討
会
」
の
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
の
要
点

関
係
機
関
団
体
に
、
留
意
事
項
、
連
絡
先
等
に
つ
い
て
記
載
し
た
「
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
作
成
し
、
備
え
付
け
る
。
国
に
よ

る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
モ
デ
ル
案
の
作
成
等
の
援
助
を
行
う
。

(2) 

被
害
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
「
犯
罪
等
被
害
申
告
票
（
仮
称
こ
を
作
成
す
る
。
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(6) (5) (4) (3) (2) (1）臼（4) (3) 

民
間
資
金
を
活
用
す
る
（
民
間
団
体
の
広
報
啓
発
へ
の
協
力
、
国
民
運
動
の
展
開
の
検
討
な
ど
）
。

全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、
認
定
制
度
を
実
施
す
る
。

支
援
全
体
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
の
研
修
・
育
成
を
行
う
。

「
民
間
団
体
へ
の
援
助
に
関
す
る
検
討
会
」
の
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
の
要
点

事
業
費
の
援
助
等
、
事
業
を
適
切
に
推
進
で
き
る
よ
う
な
援
助
を
行
う
。

対
象
団
体
に
つ
い
て
は
、
財
政
運
営
の
透
明
性
の
確
保
等
の
一
定
の
要
件
を
設
け
る
。

犯
罪
被
害
者
等
の
視
点
に
立
っ
た
適
切
な
事
業
の
評
価
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

早
期
援
助
団
体
、
そ
の
指
定
を
目
指
す
団
体
及
び
傘
団
体
へ
の
援
助
の
拡
充
を
行
う
。

窓
口
部
局
を
始
め
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、

モ
デ
ル
事
業
、
地
方
財
政
措
置
等
を
検
討
す
る
。

（
お
）
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
施
策
の
展
開
に
関
す
る
基
本
的
文
献
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
掲
げ
る
。
内
閣
府
『
犯
罪
被
害
者

白
書
』
（
平
成
一
八
年
版
）
（
平
成
一
九
年
版
）
（
二

O
O
六
年
）
（
二

O
O
七
年
）
、
「
共
同
研
究
・
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
重
点
施
策
」
被
害
者

学
研
究
一
七
号
（
二

O
O七
年
）
、
「
特
集
・
犯
罪
被
害
者
の
支
援
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三
五
一
号
（
二

O
O
八
年
）
。

（
M
）
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害

者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
と
な
り
、
ま
た
こ
の
法
律
の
施
行
令
及
び
施
行
規
則
も
改
正
さ
れ
て
、
給
付
内
容
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

（
お
）
こ
れ
に
関
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
犯
罪
の
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

O
年
六
月
一
一
日
に
「
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済

す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
。
な
お
将
来
無
差
別
大
量
テ
ロ
被
害
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

課
題
で
あ
る
。

（
お
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

O
年
四
月
一
六
日
に
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る

209 
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27 ）法
事管

れが
ら 総
の会
占仕

に律
つ支
い援
て法
は の

内部
閣 を
府改
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罪る
被法
害律
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室固
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V な

っ
た
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七

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体

制
度
の
創
設

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
は
、
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
一
三
年
法
律
三

O
号
）
（
平
成
一
三
年
四
月
二
二
日
公
布
）
に
よ
り
成
立
し
た
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
の
二
三
条
に
基

づ
く
制
度
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
重
傷
病
給
付
金
の
新
設
や
、
給
付
額
の
増
額
な
ど
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
制
度
が
大
幅

に
改
善
さ
れ
る
と
同
時
に
、
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
「
被
害
者
等
へ
の
援
助
」
に
関
す
る
二
二
条
が
新
設
さ
れ
、
ま
た
犯
罪
被
害
者

等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
に
関
す
る
こ
三
条
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
警
察
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
が
明
確

な
法
律
上
の
根
拠
を
持
つ
と
と
も
に
、
警
察
と
民
間
機
関
と
の
連
携
を
促
進
す
る
制
度
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
こ
の
改
正
は
わ
が
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
支
援
の
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
、
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
改
正
法
は
、
給
付
金
関
係
に
つ
い
て
は
、
二

O
O
一
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
、
ま
た
二

O
O
二
年
四
月
一
日
よ
り
全

面
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2 

制
度
の
改
正

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
諸
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
五
年
法
律
三
六
号
）
が
改
正
さ
れ
て
、
題
名
も
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪



被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
と
な
り
、
二

O
O
八
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
改
正
に
よ
り

犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
民
間
機
関
に
対
し
て
、
二
三
条
の
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
定
も
一
部
変
更
さ

れ
る
と
同
時
に
、
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
「
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
」
に
関
す
る
こ
二
条
に
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
対

す
る
助
言
等
に
関
す
る
規
定
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
よ
る
支
援
は
、
犯
罪
被
害
者
等

基
本
法
の
精
神
に
よ
り
合
致
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

犯罪被害者等への支援における民間機関の役割等について（冨田信穂）

3 

制
度
の
概
要

以
上
に
述
べ
た
法
律
の
改
正
を
経
た
、
現
行
の
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
は
、
（
都
道
府
県
）
「
公
安
委
員
会
」
が
「
犯
罪
被
害
等
を
早
期
に
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被

害
者
等
が
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人

指
定

で
あ
っ
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
」
「
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
、
そ
の
申
し
出
に
よ
り
」
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
（
二
三
条
一
項
）
。

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
行
う
事
業
は
以
下
の
四
つ
で
あ
る
（
二
三
条
二
項
）
。

川
「
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
。
」
（
い
わ
ゆ
る
広
報
・
啓
発
事
業
）

凶
「
犯
罪
被
害
等
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
。
」
（
い
わ
ゆ
る
相
談
事
業
）

同
「
被
害
者
等
が
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
行
う
裁
定
の
申
請
を
補
助
す
る
こ
と
。
」
（
い
わ
ゆ
る
申
請
補

事
業

211 

助
事
業
）



犯
罪
行
為
の
発
生
後
速
や
か
に
、
か
っ
、
継
続
的
に
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、
物
品
の
供
与
又
は
貸
与
、
役
務
の
提
供
そ

慶麿の法律学刑事法

泊せ

の
他
の
方
法
に
よ
り
援
助
を
行
う
こ
と
。
」
（
い
わ
ゆ
る
直
接
的
・
実
務
的
支
援
事
業
）
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情
報
提
供

「
警
察
本
部
長
等
は
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
求
め
に
応
じ
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
が
」
（
上
記
の
相
談
事
業

及
び
直
接
的
・
実
務
的
支
援
事
業
を
）
「
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
対
し
、
犯

罪
被
害
者
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
犯
罪
被
害
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
当
該
犯
罪
被
害
の
概
要
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
一
一
一
二
条
四
項
）
。
警
察
本
部
長
等
が
、
被
害
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
、
犯
罪
被
害
者
等
早

期
援
助
団
体
に
対
し
て
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
早
期
の
段
階
に
お
い
て
、
警
察
と
民
間
機
関
と
が
連
携
し
て
、
犯
罪
被
害

者
等
に
対
し
て
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
情
報
提
供
こ
そ
が
、
こ
の
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団

体
制
度
の
中
心
部
分
で
あ
る
。

公
安
委
員
会
に
よ
る
指
導
等

（三）四都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
運
営
等
に
つ
い
て
改
善
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
違
反

し
た
と
き
に
は
指
定
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
二
二
条
五
項
及
び
六
項
）
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
職
員
等

に
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
（
二
二
条
七
項
）
、
違
反
し
た
場
合
に
は
二

O
万
円
以
下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
（
二
六
条
）
。

ま
た
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
「
自
主
的
な
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
助
言
、

指
導
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
一
一
一
一
条
三
項
）

0

ま
た
、
国
家
公
安
委
員
会

は
こ
の
「
公
安
委
員
会
が
と
る
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」

と
さ
れ
て
い
る
（
二
二
条
四
項
）
。



（
お
）
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
「
特
集
・
犯
給
法
の
改
正
と
犯
罪
被
害
者
支
援
の
現
状
と
課
題
」
警
察
学
論
集
五
四
巻
七
号
（
二

O
O
一
年
）
所
収
の

諸
論
文
、
と
り
わ
け
東
川
一
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
、
安
田
貴
彦
「
警
察
の
犯
罪
被
害
者
対
策
の
現
状
と
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
支
給
法
の
改
正
の
経
緯
」
及
び
住
友
一
仁
「
被
害
者
に
対
す
る
援
助
の
措
置
」
に
詳
し
い
。

（
汐
）
こ
れ
に
伴
い
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
則
（
平
成
一
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
も
一
部
改
正
さ
れ
た
。

（
却
）
改
正
前
は
「
被
害
者
等
に
対
す
る
援
助
」
で
あ
っ
た
。

犯罪被害者等への支援における民問機関の役割等について（富田信穂）

J¥ 

民
間
機
関
に
よ
る
支
援
の
今
後
の
課
題

基
本
法
及
び
基
本
計
画
に
基
づ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
行
わ
れ
、
ま
た
「
検
討
会
」
の
取
り
ま
と
め
が
示
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に

基
づ
く
法
改
正
等
が
な
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
民
間
機
関
に
よ
る
被
害
者
支
援
に
は
多
く
の
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
下
に
、
民
間
機
関
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
そ
の
課
題
に
つ
い
て
記
す
。

全
て
の
地
域
に
お
け
る
設
立

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
三
条
に
規
定
す
る
「
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ
れ
る
権

利
」
が
実
現
さ
れ
、
被
害
者
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
質
の
高
い
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
被
害
者
支
援
を
行
う
民
間
機
関
が
ど
の
地
域
に
お
い

て
も
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
指
定

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
民
間
機
関
と
警
察
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
犯
罪
被
害
者
等

214 

2 
に
対
す
る
支
援
活
動
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
う
民
間
機
関
に

は
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
以
外
の
も
の
も
多
数
あ
り
、
こ
れ
ら
の
民
問
機
関
に
よ
る
支
援
活
動
も
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
害
直
後
の
早
期
の
段
階
に
お
い
て
支
援
活
動
が
行
わ
れ
る
点
や
そ
の
支
援
活
動
が

法
律
や
規
則
に
基
づ
い
て
適
正
に
行
わ
れ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
制
度
は
き
わ
め
て
優
れ
た

も
の
で
あ
る
と
き
甲
え
る
。
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
指
定
を
受
け
る
団
体
が
増
え
、
そ
れ
ら
に
よ
る
支
援
活
動
が
活
発
と
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

多
様
な
活
動

犯
罪
被
害
者
等
の
多
様
な
ニ

l
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
民
間
機
関
に
よ
る
支
援
活
動
が
拡
大
・
充
実
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
危
機
介
入
、
権
利
擁
護
・
代
弁
活
動
、
法
廷
関
連
活
動
、
生
活
支
援
活
動
、
被
害
者
・
遺
族
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支

い
わ
ゆ
る
修
復
的
司
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
被
害
者
へ
の
支
援
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
提
供
さ
れ

3 
援
、
緊
急
金
銭
援
助
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4 

財
政
基
盤
の
充
実

民
間
機
関
の
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
財
政
基
盤
を
強
固
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
民
間
機

関
に
対
す
る
財
政
的
援
助
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
財
政
的
援
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
の
方
向
性
が
示

さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
沿
っ
た
援
助
が
早
急
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。



5 

研
修
・
教
育
の
充
実

民
間
機
関
に
よ
る
支
援
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
支
援
活
動
を
行
う
者
の
教
育
・
訓
練
が
更
に
充
実
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
支
援
の
た
め
の
連
携
に
関
す
る
検
討
会
」
の
取
り
ま
と
め
案
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
研
修
が
一
日
も

早
く
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯罪被害者等への支援における民問機関の役割等について（冨田信穂）

6 

倫
理
綱
領

適
切
な
支
援
活
動
が
行
わ
れ
る
た
め
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
「
倫
理
綱
領
」
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
全
国
被
害
者
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
二

O
O
二
年
三
月
七
日
に
「
犯
罪
被
害
者
へ
の
支
援
活
動
を
行
う
者
の
倫
理
綱
領
」
を
制
定
し
て
い
る
。
今

後
は
こ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
行
動
規
範
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
倫
理
綱
領
」
に
つ
い
て
は
、
「
支
援
の
た
め
の
連
携
に
関
す

る
検
討
会
」
の
取
り
ま
と
め
案
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
な
倫
理
綱
領
案
の
作
成
が
求
め
ら
れ
る
。

7 

連
携
の
促
進

他
機
関
と
の
連
携
関
係
を
更
に
密
接
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
行
の
制
度
と
し
て
は
警
察
本
部
を
中
心
に
設
立
さ
れ
て
い

る
「
被
害
者
支
援
連
絡
協
議
会
」
が
あ
る
が
、
こ
の
活
用
が
促
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、
「
支
援
の
た
め
の

連
携
に
関
す
る
検
討
会
」
の
取
り
ま
と
め
案
に
示
さ
れ
て
い
る
施
策
の
早
期
の
実
現
が
期
待
さ
れ
る
。

（
引
）
犯
罪
被
害
者
支
援
機
関
に
よ
る
修
復
的
司
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
や
、
そ
れ
に
参
加
す
る
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文

献
が
参
考
と
な
る
。

7
E件
∞
・
巴
B
σ
B広
告
【
ご
g
ロ
凸
5
8
4宅
。
。
兵
。
己
R
H
o

－5
2
P『
5nSHME∞
S
2
2
0
〈
5
2
5
4
0向
。
ロ
号
円
冨
白
色
白
片
岡
。
ロ
一
－
N
B
E
E
P『

m
E
E
g
p
g
c
m
F
U
g－。∞己
mw
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。BB
F一
〈
同
三
百
戸
田
。
コ
リ
ユ
B
P
〉同
M
E
M
O
0
0
・
Z（リ同コ
SKFmr

な
お
、
こ
の
文
献
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
被
害
者
支
援
と
修
復
的
司
法
」
細
井
洋
子
他
編
『
修
復
的
司
法
の
総
合
的
研
究
』
風
間
書

房
（
一
一

O
O
六
年
）
が
あ
る
。

（
刀
）
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
倫
理
綱
領
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

Z
色。

s－C
G
S吋
怠

g
p円

A525
〉
百
三
B
B
（Z
C〈
〉
）
の

円
。
母
え
巴

E
g
を
参
考
に
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
富
包
g
m
〉・

6
5
m＼
〈

5
5
〉回目
E
g
g
－S
E
R
E
E
Fロ
皆
目

g
S
F

関

g
E
－E古
毘

E
σ
E
Eロ
m
円
。
自
習
ロ
1
3
Sゅ
3
・
hguム
ま
・
を
参
照
の
こ
と
。

216 

慶醸の法律学


